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(57)【要約】
【課題】関節の回動軸と、装具の回転軸とがずれていて
も、関節の屈曲、伸展動作をスムーズに行うことができ
、使用者に過度の負荷が加わることのない手首補助装置
を提供すること。
【解決手段】本発明の手首補助装置は、手を支持する掌
支持部材１０と、掌支持部材１０の側部に連結される角
度変更部材２０と、前腕に沿って配置される前腕装着具
３０と、前腕装着具３０に対して角度変更部材２０の回
転軸を形成する関節部材４０を備え、角度変更部材２０
を掌支持部材１０の両側部にそれぞれ設け、それぞれの
角度変更部材２０に対して関節部材４０を設け、それぞ
れの関節部材４０を手首の両側部に位置させたことを特
徴とする。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手を支持する掌支持部材と、
前記掌支持部材の側部に連結される角度変更部材と、
前腕に沿って配置される前腕装着具と、
前記前腕装着具に対して前記角度変更部材の回転軸を形成する関節部材を備えた手首補助
装置であって、
前記角度変更部材を前記掌支持部材の両側部にそれぞれ設け、それぞれの前記角度変更部
材に対して前記関節部材を設け、それぞれの前記関節部材を手首の両側部に位置させたこ
とを特徴とする手首補助装置。
【請求項２】
　前記掌支持部材を、手の甲側を支持する掌載置部材としたことを特徴とする請求項１に
記載の手首補助装置。
【請求項３】
　前記掌支持部材を、掌側を支持する掌把持部材としたことを特徴とする請求項１に記載
の手首補助装置。
【請求項４】
　前記前腕装着具と前記角度変更部材とを直進駆動のアクチュエータで接続したことを特
徴とする請求項１に記載の手首補助装置。
【請求項５】
　前記アクチュエータとして、気体、液体、若しくは固体の物質、又はこれらの混合物の
供給又は排出によって伸縮する人工筋を用いることを特徴とする請求項４に記載の手首補
助装置。
【請求項６】
　１つの前記角度変更部材に対して、２本の人工筋を用いて前記前腕装着具と前記角度変
更部材とを接続し、前記人工筋として、気体、液体、若しくは固体の物質、又はこれらの
混合物の供給又は排出によって伸縮するアクチュエータを用いることを特徴とする請求項
１に記載の手首補助装置。
【請求項７】
　２本の前記人工筋の内非駆動側の前記人工筋の、前記前腕装着具と前記角度変更部材と
の両支点を結ぶ軸線が、前記関節部材の回転軸を越えて駆動側に移動しないことを特徴と
する請求項６に記載の手首補助装置。
【請求項８】
　前記角度変更部材の掌側位置を回動支点とする第１のリンク部材と、前記角度変更部材
の手の甲側位置を回動支点とする第２のリンク部材とを設け、前記第１のリンク部材の他
端、及び前記第２のリンク部材の他端に、前記人工筋をそれぞれ接続することを特徴とす
る請求項６に記載の手首補助装置。
【請求項９】
　２本の前記人工筋の内非駆動側の前記人工筋の、前記前腕装着具側の支点と前記角度変
更部材側の前記リンク部材の回動支点とを結ぶ軸線が、前記関節部材の回転軸を越えて駆
動側に移動しないことを特徴とする請求項８に記載の手首補助装置。
【請求項１０】
　前記関節部材の回転軸を、前記第１のリンク部材の前記回動支点と前記第２のリンク部
材の前記回動支点とを結ぶ仮想線よりも前記前腕装着具側に配置し、前記関節部材の長手
方向の略中心付近を前記手首の関節位置としたことを特徴とする請求項８に記載の手首補
助装置。
【請求項１１】
　前記掌支持部材を前記前腕方向に近接離間させる移動機構を設けたことを特徴とする請
求項１に記載の手首補助装置。
【請求項１２】
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　前記掌載置部材の上面にベルトを設け、前記ベルトを前記前腕方向に近接離間させる移
動機構を設けたことを特徴とする請求項２に記載の手首補助装置。
【請求項１３】
　前記掌把持部材の両端に、前記掌把持部材を前記前腕方向に近接離間させる移動機構と
、前記移動機構に対する角度を変える回動軸とを設け、前記回動軸が前記掌把持部材に対
し変位可能としたことを特徴とする請求項３に記載の手首補助装置。
【請求項１４】
　前記掌把持部材の上面または下面にベルト固定具を設けたことを特徴とする請求項３に
記載の手首補助装置。
【請求項１５】
　前記掌把持部材の上面または下面に掌載置部材を設けたことを特徴とする請求項３に記
載の手首補助装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の手首の動作を支援する手首補助装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　気体・液体・固体の物質またはそれらの混合体を注入すると長手方向は拘束され径方向
に膨らむことを特徴とするチューブを持ち、そのチューブの外部に長手方向および径方向
に伸縮する円筒型スリーブを配置し、両端を拘束し、片端に注入口を設け、チューブにポ
リエステル系・ポリアミド系・ポリエチレン系・ポリイミド系・ポリスチレン系・ポリカ
ーボネート系のいずれか／もしくは混合されたフィルムまたは繊維を用いたことを特徴と
する動力装置が既に提案されている（特許文献１）。
　また、この種の動力装置を利用した動作支援装置も提案されている（特許文献２、３）
。
　そして、特許文献２では、肘関節の屈伸を弾性体によるジョイントで行うことで、関節
の屈曲、伸展動作に加えてねじり動作をも支援している。
【特許文献１】特開２００４－１０５２６３号公報
【特許文献２】国際公開第２００７／０４３３０８号
【特許文献３】特開２００７－１６７４８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　例えば、掌部に装着する装着具と前腕に装着する装着具とを、一軸の回転軸で連結した
場合には、装着時において、関節の回動軸と、装具の回転軸とがずれている場合や、装着
後の曲げ動作の結果として、関節の回動軸と、装具の回転軸とがずれてしまった場合には
、関節の屈曲、伸展動作を十分に行うことができないだけでなく、使用者に過度の負荷が
かかってしまうことがある。また、屈曲、伸展動作によって、掌と前腕の相対距離が変化
するが、装着具同士の距離は変わらない。これは、装着具が使用者の腕、掌とずれること
であり、装着感が悪く、長時間使用した場合に、こすれて痛いなどといった原因になる。
　これに対して、特許文献２に示すジョイントは、ジョイントによって二軸としているた
め、一軸に比べると関節の回動軸とのずれを緩和した動作を行わせることができる。装着
具のずれも緩和される。しかし、装着具間の距離は決まっており、関節を理想的な位置に
あわせることは難しいため、軸のずれや装着具のずれを完全に解決するには至らない。ま
た、ただの２重関節では、それぞれの関節が独立しているため、動作が不安定で座屈を起
こす危険性がある。また、特許文献２のジョイントは、弾性体で構成しているため、軸や
装着具のずれに対して柔軟に追従が可能であり、ねじり動作のような負荷が加わっても、
対応することが可能であるが、長期の繰り返し負荷に十分に耐えるためには、弾性体の材
質を的確に選択しなければならない。
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【０００４】
　本発明は、このような従来の課題を解決するもので、関節の回動軸と、装具の回転軸と
がずれていても、関節の屈曲、伸展動作をスムーズに行うことができ、使用者に過度の負
荷が加わることのない手首補助装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の本発明の手首補助装置は、手を支持する掌支持部材と、前記掌支持部材
の側部に連結される角度変更部材と、前腕に沿って配置される前腕装着具と、前記前腕装
着具に対して前記角度変更部材の回転軸を形成する関節部材を備えた手首補助装置であっ
て、前記角度変更部材を前記掌支持部材の両側部にそれぞれ設け、それぞれの前記角度変
更部材に対して前記関節部材を設け、それぞれの前記関節部材を手首の両側部に位置させ
たことを特徴とする。
　請求項２記載の本発明は、請求項１に記載の手首補助装置において、前記掌支持部材を
、手の甲側を支持する掌載置部材としたことを特徴とする。
　請求項３記載の本発明は、請求項１に記載の手首補助装置において、前記掌支持部材を
、掌側を支持する掌把持部材としたことを特徴とする。
　請求項４記載の本発明は、請求項１に記載の手首補助装置において、前記前腕装着具と
前記角度変更部材とを直進駆動のアクチュエータで接続したことを特徴とする。
　請求項５記載の本発明は、請求項４に記載の手首補助装置において、前記アクチュエー
タとして、気体、液体、若しくは固体の物質、又はこれらの混合物の供給又は排出によっ
て伸縮する人工筋を用いることを特徴とする。
　請求項６記載の本発明は、請求項１に記載の手首補助装置において、１つの前記角度変
更部材に対して、２本の人工筋を用いて前記前腕装着具と前記角度変更部材とを接続し、
前記人工筋として、気体、液体、若しくは固体の物質、又はこれらの混合物の供給又は排
出によって伸縮するアクチュエータを用いることを特徴とする。
　請求項７記載の本発明は、請求項６に記載の手首補助装置において、２本の前記人工筋
の内、非駆動側の前記人工筋の、前記前腕装着具と前記角度変更部材との両支点を結ぶ軸
線が、前記関節部材の回転軸を越えて駆動側に移動しないことを特徴とする。
　請求項８記載の本発明は、請求項６に記載の手首補助装置において、前記角度変更部材
の掌側位置を回動支点とする第１のリンク部材と、前記角度変更部材の手の甲側位置を回
動支点とする第２のリンク部材とを設け、前記第１のリンク部材の他端、及び前記第２の
リンク部材の他端に、前記人工筋をそれぞれ接続することを特徴とする。
　請求項９記載の本発明は、請求項８に記載の手首補助装置において、２本の前記人工筋
の内非駆動側の前記人工筋の、前記前腕装着具側の支点と前記角度変更部材側の前記リン
ク部材の回動支点とを結ぶ軸線が、前記関節部材の回転軸を越えて駆動側に移動しないこ
とを特徴とする。
　請求項１０記載の本発明は、請求項８に記載の手首補助装置において、前記関節部材の
回転軸を、前記第１のリンク部材の前記回動支点と前記第２のリンク部材の前記回動支点
とを結ぶ仮想線よりも前記前腕装着具側に配置し、前記関節部材の長手方向の略中心付近
を前記手首の関節位置としたことを特徴とする。
　請求項１１記載の本発明は、請求項１に記載の手首補助装置において、前記掌支持部材
を前記前腕方向に近接離間させる移動機構を設けたことを特徴とする。
　請求項１２記載の本発明は、請求項２に記載の手首補助装置において、前記掌載置部材
の上面にベルトを設け、前記ベルトを前記前腕方向に近接離間させる移動機構を設けたこ
とを特徴とする。
　請求項１３記載の本発明は、請求項３に記載の手首補助装置において、前記掌把持部材
の両端に、前記掌把持部材を前記前腕方向に近接離間させる移動機構と、前記移動機構に
対する角度を変える回動軸とを設け、前記回動軸が前記掌把持部材に対し変位可能とした
ことを特徴とする。
　請求項１４記載の本発明は、請求項３に記載の手首補助装置において、前記掌把持部材
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の上面または下面にベルト固定具を設けたことを特徴とする
　請求項１５記載の本発明は、請求項３に記載の手首補助装置において、前記掌把持部材
の上面または下面に掌載置部材を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、一対の関節部材で手首の両側部を支持するため、手首の動作をスムー
ズに行わせることができるとともに、手首を強力に保持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の第１の実施の形態による手首補助装置は、角度変更部材を掌支持部材の両側部
にそれぞれ設け、それぞれの角度変更部材に対して関節部材を設け、それぞれの関節部材
を手首の両側部に位置させたものである。本実施の形態によれば、一対の関節部材で手首
の両側部を支持するため、手首の動作をスムーズに行わせることができるとともに、手首
を強力に保持することができる。
　本発明の第２の実施の形態は、第１の実施の形態による手首補助装置において、掌支持
部材を、手の甲側を支持する掌載置部材としたものである。本実施の形態によれば、掌の
動作を阻害することなく、掌屈及び背屈を行わせることができる。
　本発明の第３の実施の形態は、第１の実施の形態による手首補助装置において、掌支持
部材を、掌側を支持する掌把持部材としたものである。本実施の形態によれば、掌載置部
材を用いる場合と比較して、背屈動作時のあそびの発生を少なくして背屈稼働域を十分に
確保することができる。
　本発明の第４の実施の形態は、第１の実施の形態による手首補助装置において、装着具
と角度変更部材とを直進駆動のアクチュエータで接続したものである。本実施の形態によ
れば、直進駆動のアクチュエータを用いても手首動作を補助することができる。
　本発明の第５の実施の形態は、第４の実施の形態による手首補助装置において、アクチ
ュエータとして、気体、液体、若しくは固体の物質、又はこれらの混合物の供給又は排出
によって伸縮する人工筋を用いるものである。本実施の形態によれば、人体の筋肉に近い
動作を実現でき、リハビリ効果も高まる。
　本発明の第６の実施の形態は、第１の実施の形態による手首補助装置において、１つの
角度変更部材に対して、２本の人工筋を用いて前腕装着具と角度変更部材とを接続し、人
工筋として、気体、液体、若しくは固体の物質、又はこれらの混合物の供給又は排出によ
って伸縮するアクチュエータを用いるものである。本実施の形態によれば、掌側と手の甲
側の両方への手首の曲げを実現することができる。
　本発明の第７の実施の形態は、第６の実施の形態による手首補助装置において、２本の
人工筋の内非駆動側の人工筋の、前腕装着具と角度変更部材との両支点を結ぶ軸線が、関
節部材の回転軸を越えて駆動側に移動しない構成としたものである。本実施の形態によれ
ば、掌側から手の甲側又はその逆への手首の曲げをスムーズに実現することができる。
　本発明の第８の実施の形態は、第６の実施の形態による手首補助装置において、角度変
更部材の掌側位置を回動支点とする第１のリンク部材と、角度変更部材の手の甲側位置を
回動支点とする第２のリンク部材とを設け、第１のリンク部材の他端、及び第２のリンク
部材の他端に、人工筋をそれぞれ接続するものである。本実施の形態によれば、掌側と手
の甲側の両方への手首の曲げをスムーズに行うことができる。また、初期状態での人工筋
のたるみ防止、一方向への屈曲・伸展動作後の反対方向への屈曲・伸展動作開始時の突っ
張りを防止し、人工筋の少ない収縮率で大きい変位を得ることができる。
　本発明の第９の実施の形態は、第８の実施の形態による手首補助装置において、２本の
人工筋の内非駆動側の人工筋の、前腕装着具側の支点と角度変更部材側のリンク部材の回
動支点とを結ぶ軸線が、関節部材の回転軸を越えて駆動側に移動しない構成としたもので
ある。本実施の形態によれば、掌側から手の甲側又はその逆への手首の曲げをスムーズに
実現することができる。
　本発明の第１０の実施の形態は、第８の実施の形態による手首補助装置において、関節
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部材の回転軸を、第１のリンク部材の回動支点と第２のリンク部材の回動支点とを結ぶ仮
想線よりも前腕装着具側に配置し、関節部材の長手方向の略中心付近を手首の関節位置と
したものである。本実施の形態によれば、手首関節の位置と装置の関節部材の位置を合わ
せることができ、スムーズな動きを実現することができる。
　本発明の第１１の実施の形態は、第１の実施の形態による手首補助装置において、掌支
持部材を前腕方向に近接離間させる移動機構を設けたものである。本実施の形態によれば
、手が前腕方向に押しつけられ、又は手が前腕から離間する方向に引っ張られるという違
和感をなくすことができる。
　本発明の第１２の実施の形態は、第２の実施の形態による手首補助装置において、掌載
置部材の上面にベルトを設け、ベルトを前腕方向に近接離間させる移動機構を設けたもの
である。本実施の形態によれば、手が前腕方向に押しつけられ、又は手が前腕から離間す
る方向に引っ張られるという違和感をなくすことができる。
　本発明の第１３の実施の形態は、第３の実施の形態による手首補助装置において、掌把
持部材の両端に、掌把持部材を前腕方向に近接離間させる移動機構と、移動機構に対する
角度を変える回動軸とを設け、回動軸が掌把持部材に対し変位可能としたものである。本
実施の形態によれば、掌把持部材の角度を変化できるので、掌把持部材を握りやすく、特
に障害によって手首が曲がっている場合にも無理なく適応することができる。
　本発明の第１４の実施の形態は、第３の実施の形態による手首補助装置において、掌把
持部材の上面または下面にベルト固定具を設けたものである。本実施の形態によれば、握
力が低下している場合でも、ベルトによって支持することができる。
　本発明の第１５の実施の形態は、第３の実施の形態による手首補助装置において、掌把
持部材の上面または下面に掌載置部材を設けたものである。本実施の形態によれば、握力
が低下している場合でも手の甲側から支えることができる。
【実施例】
【０００８】
　以下に、本発明の手首補助装置の一実施例について説明する。
　図１は本発明の一実施例における手首補助装置の概略構成を示す側面図、図２は同手首
補助装置を示す斜視図、図３は同手首補助装置の掌屈状態を示す構成図、図４は同手首補
助装置の背屈状態を示す構成図である。
　本実施例による手首補助装置は、手の甲を支持する掌載置部材（掌支持部材）１０と、
掌載置部材１０の側部に連結される角度変更部材２０と、前腕に沿って配置される前腕装
着具３０と、前腕装着具３０に対して角度変更部材２０の回動支点となる回転軸４１を形
成する関節部材４０を備えている。
　角度変更部材２０は、一対の略Ｌ字部材からなり、掌載置部材１０の両側部にそれぞれ
設けている。関節部材４０は、それぞれの角度変更部材２０に対して設けており、それぞ
れの関節部材４０は手首の両側部に位置する。
　前腕装着具３０と角度変更部材２０とは人工筋５０で接続する。人工筋５０は、気体、
液体、若しくは固体の物質、又はこれらの混合物の供給又は排出によって、少なくとも長
手方向に伸縮するアクチュエータである。図示のように、１つの角度変更部材２０に対し
て、２本の人工筋５０Ａ、５０Ｂを用いて前腕装着具３０と角度変更部材２０とを接続す
る。なお、アクチュエータは、前腕装着具３０と角度変更部材２０とを直進駆動するもの
であれば他の機構でもよい。
【０００９】
　なお、掌載置部材１０の上面にはベルト１２を設け、このベルト１２にて手を保持する
。ベルト１２を設けた掌載置部材１０は、前腕方向に近接離間する移動機構１１を設けて
いる。掌載置部材１０を前腕方向に近接離間させることで、手が前腕方向に押しつけられ
、又は手が前腕から離間する方向に引っ張られるという違和感をなくすことができ、設計
上調節しきれないズレを吸収し、体格差への許容度も大きくなり、個人個人への細かな調
整が必要なくなる。
【００１０】
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　角度変更部材２０の前腕側には連結部材２１を有している。そして、第１のリンク部材
６０Ａの一端は、連結部材２１の掌側位置２１Ａを回動支点とし、第２のリンク部材６０
Ｂの他端は、連結部材２１の手の甲側位置２１Ｂを回動支点としている。第１のリンク部
材６０Ａの他端には人工筋５０Ａを回動自在に接続し、第２のリンク部材６０Ｂの他端に
は人工筋５０Ｂを回動自在に接続している。
　関節部材４０の回転軸は、第１のリンク部材６０Ａの回動支点である掌側位置２１Ａと
第２のリンク部材６０Ｂの回動支点である手の甲側位置２１Ｂとを結ぶ仮想線よりも前腕
装着具３０側に配置され、関節部材４０の関節部材の長手方向の略中心付近を手首の関節
位置としている。
　本実施例によれば、人工筋の少ない変位（収縮率）で大きい角度の変化を得ることがで
きると共に、手首関節の位置と装置の関節部材の位置を合わせることができ、スムーズな
動きを実現することができる。
　また、図示はしないが、人工筋５０を収縮させる動力源を備えている。人工筋５０は、
それぞれ腕の両側方に、対として設けることが好ましい。
【００１１】
　以下本実施例による手首補助装置の動作について説明する。
　図１に示す状態では、掌は水平に保たれている。
　図１に示す状態から、一方の人工筋５０Ａを収縮させることで、図３に示すように前腕
装着具３０に対して角度変更部材２０を変位させ、角度変更部材２０とともに掌載置部材
１０を掌側に屈曲させることができる。
　また、図１に示す状態から、他方の人工筋５０Ｂを収縮させることで、図４に示すよう
に前腕装着具３０に対して角度変更部材２０を変位させ、角度変更部材２０とともに掌載
置部材１０を手の甲側に屈曲させることができる。
【００１２】
　図５は、同手首補助装置の非駆動側の人工筋５０の前腕装着具側の支点とリンク部材の
回動支点とを結ぶ軸線Ａと、関節部材の回転軸との関係を表している。
　本実施例による手首補助装置は、図５に示すように、２本の人工筋５０Ａ、５０Ｂの内
、例えば非駆動側の人工筋５０Ｂの前腕装着具側の支点３１Ｂと、角度変更部材２０側の
第２のリンク部材６０Ｂの回動支点２１Ｂを結ぶ軸線Ａが、関節部材４０の回転軸４１を
越えて駆動側に移動しない構成としている。本実施例によれば、掌側から手の甲側又はそ
の逆への手首の曲げをスムーズに実現することができる。
　なお、本実施例では連結部材２１を角度変更部材２０と一体の構成として説明したが、
連結部材２１を角度変更部材２０とは別部材としてもよい。
　また、本実施例による手首補助装置は、掌載置部材１０の側面を、前腕方向に近接離間
させる移動機構１１を設けることで、手が前腕方向に押しつけられ、又は手が前腕から離
間する方向に引っ張られるという違和感をなくすことができる。
　実際の人体の動きでは、掌を上にして手首を曲げると前腕の軸線に対して内側（人体側
）に傾斜して掌屈・背屈される。よって、実際の手首の曲げ動作に近づけるために、本実
施例による手首補助装置は、両実施例共に前腕部に対して、人工筋・関節部材・角度変更
部材・掌載置部材などを含む掌部関連部材を前腕の軸線に対して内側（人体側）に若干ね
じった状態で取り付けることが好ましい。
【００１３】
　次に本発明の他の実施例による手首補助装置を図６から図１２に基づいて説明する。図
６は同手首補助装置の概略構成を示す側面図、図７は同手首補助装置の要部を示す上方か
らの斜視図、図８は同要部を示す下方からの斜視図、図９は同要部の下面図、図１０は同
手首補助装置の使用状態を示す要部側面図、図１１は同手首補助装置の掌屈状態を示す側
面図、図１２は同手首補助装置の背屈状態を示す側面図である。上記実施例と同一部材に
は同一符号を付して説明を一部省略する。
　本実施例による手首補助装置は、角度変更部材２０に連結部材２１を接続し、第１のリ
ンク部材６０Ａと第２のリンク部材６０Ｂの一端が各々連結部材２１に回動可能に取り付
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けられている。
　そして、本実施例による手首補助装置は、掌載置部材１０に代えて、掌把持部材（掌支
持部材）７０を備えている。掌把持部材７０の両端には、掌把持部材７０を前腕方向に近
接離間させる移動機構１１を備えている。掌把持部材７０と移動機構１１とは、回動軸７
１によって接続され、移動機構１１に対して掌把持部材７０が角度を変えることができる
ように、回動軸７１は長孔７２に設けられている。また、掌把持部材７０の下面両端には
、ベルトを取り付けるためのベルト固定具７３を備えている。なお、長孔７２は回動軸７
１が掌把持部材７０に対して変位可能な構成の一例である。
【００１４】
　図１０から図１２に同手首補助装置の使用状態を示す。図１０及び図１１は掌屈状態を
示し、図１２は背屈状態を示している。
　掌把持部材７０は、使用者の手首の状態にあわせて角度を変化できるとともに、使用者
の手の大きさに合わせて位置を調整できる。このように本実施例によれば、前腕方向に近
接離間させる移動機構１１によって、手が前腕方向に押しつけられ、又は手が前腕から離
間する方向に引っ張られるという違和感をなくすことができる。
　また、特に図１２に示すように、背屈動作時に、装置と手との間のあそびの発生を少な
くし、背屈稼働域を十分に確保することができる。
　本実施例では、掌把持部材７０の下面にベルト固定具７３を設けたもので説明したが、
ベルト固定具７３に代えて、掌載置部材１０を設けてもよい。このように、ベルトの他、
掌載置部材１０で握りを固定することで、握力が低下している場合でも十分なリハビリ効
果を得ることができる。
　また、本実施例では、前腕装着具３０の開口を上面側とした例を示しているが、前腕装
着具３０の開口を下面側としてもよい。この場合、ベルト固定具７３は、前腕装着具３０
の開口側に配置する。掌側を前腕装着具３０の開口側とした場合には、前腕装着具３０が
前腕の背側に位置するため、背屈時の遊びを少なくすることができる。一方、甲側を前腕
装着具３０の開口側とした場合には、装着が容易で、自然な使用感を得ることができる。
また、掌把持部材７０を脱着可能とし、上面側及び下面側のいずれからでも角度変更部材
２０に取り付け可能にすることで、装着姿勢に柔軟性を持たせた手首補助装置を実現する
ことができる。
【００１５】
　以上のように本発明は、関節部材によって関節部材４０を構成することで、手首補助装
置と関節との位置にずれがある場合でも、関節部材が変形し、ずれを緩和してスムーズな
動作を確保することができる。
　また本発明は、角度変更部材２０を掌載置部材１０の両側部にそれぞれ設け、それぞれ
の角度変更部材２０に対して関節部材４０を設け、それぞれの関節部材４０を手首の両側
部に位置させることで、手首の両側部を支持するため、手首の動作をスムーズに行わせる
ことができるとともに、手首を強力に保持することができる。
　また本発明は、関節部材４０である関節部材を引っ張りバネとして用いることで、手首
関節をまたいで設置したアクチュエータが発生させる駆動力によって生じる手首関節を圧
縮する軸心方向の収縮力には拮抗し、手首関節を掌屈・背屈させるためのトルクに対する
阻害を少なくすることができ、スムーズな動作を行わせることができる。
　また本発明は、関節部材４０である関節部材を圧縮バネとして用いることで、手首の
掌屈・背屈に対して、バネの軸心でバネの長さが一定となるため、軸心を手首関節の軸上
に配置することで、いずれの方向の曲げに対してもズレの影響を低く抑えることができ、
スムーズな動作を行わせることができる。また、コイル間での接触が無いため、長期の繰
り返し使用においても、コイル同士のこすれによる変質を抑えることができる。
　また本発明は、前腕装着具３０と角度変更部材２０とを人工筋５０で接続し、人工筋５
０として、気体、液体、若しくは固体の物質、又はこれらの混合物の供給又は排出によっ
て伸縮するアクチュエータを用いることで、人体の筋肉に近い動作を実現でき、リハビリ
効果も高まる。
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　また本発明は、角度変更部材２０の掌側位置２０Ａを回動支点とする第１のリンク部材
６０Ａと、角度変更部材２０の手の甲側位置２０Ｂを回動支点とする第２のリンク部材６
０Ｂとを設け、第１のリンク部材６０Aの他端、及び第２のリンク部材６０Ｂの他端に、
人工筋５０をそれぞれ接続することで、掌側と手の甲側の両方への手首の曲げをスムーズ
に行うことができる。
　また、本発明は、手首の屈曲伸展に必要な機構部材を手首側面、すなわち手の甲側にの
み配置しているため装着感がよく、更に掌が自由なため、他の訓練を並行して実施するこ
とも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００１６】
　本発明は、手首の動作を支援する手首補助装置として利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施例における手首補助装置の概略構成を示す側面図
【図２】同手首補助装置を示す斜視図
【図３】同手首補助装置の掌屈状態を示す構成図
【図４】同手首補助装置の背屈状態を示す構成図
【図５】同手首補助装置の非駆動側の人工筋の前腕装着具側の支点とリンク部材の回動支
点とを結ぶ軸線Ａと関節部材の回転軸との関係を表わす図
【図６】本発明の他の実施例による手首補助装置の概略構成を示す側面図
【図７】同手首補助装置の要部を示す上方からの斜視図
【図８】同要部を示す下方からの斜視図
【図９】同要部の下面図
【図１０】同手首補助装置の使用状態を示す要部側面図
【図１１】同手首補助装置の掌屈状態を示す側面図
【図１２】同手首補助装置の背屈状態を示す側面図
【符号の説明】
【００１８】
　１０　掌載置部材（掌支持部材）
　１１　移動機構
　２０　角度変更部材
　２１　連結部材
　３０　前腕装着具
　４０　関節部材
　５０　人工筋
　６０　リンク部材
　７０　掌把持部材（掌支持部材）
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